（社）福岡県建築士会は

「継続能力開発（ＣＰＤ）制度」を開始致します
Continuing　Professional　Development　－　ＣＰＤ
社団法人　日本建築士会連合会は、建築士に付託された社会的責務を全うするために必要な継続能力開発、同時に建築士が技術的に責任を持つ専門領域及び専門分野に見合う能力開発の内容を社会に明示することを目的に、建築士会継続能力開発制度（ＣＰＤ制度）を開始いたしました。

建築士を取巻く国内外の環境変化や諸問題に対処すべくこのＣＰＤ制度に登録し、ＣＰＤ手帳を手に積極的に研修に参加し、実績を社会に示すと同時に、新たな自主資格認定制度である「専攻建築士」を目指しましょう。

◇継続能力開発（ＣＰＤ）制度をなぜ今始めるのか

1.建築士と建築士会が当面する課題に応えて

■不信の構造に応えるために

建築士たちが真面目につくってきた建築やまちの大部分は、生活の基盤として、滞りなく使われてきた。にも拘わらず、欠陥住宅問題、違反建築問題、などの社会問題化で、建築士の信頼が損なわれつつある。

一方、昨年実施した実態調査によると、アンケートに答えた315人中、295人の建築士が必要に応じて様々な研修等の能力開発に励んでいる事が判明した。また、建築士会の指定講習会では、1986年の発足以来16年間、延べ21万人の受講実績がある。この今までの努力の様をきちんと社会に説明すべきで、継続能力開発（ＣＰＤ）はそのためのしくみである。

■建築士会の将来への足固めのために

会員勧誘強化、会員増加士会の表彰などの努力にも拘わらず、建築士会会員は減りつづけている。そして、各建築士会に共通する年齢構成の構造的な問題が見過ごされてきた。40～50歳台がピークで、若年層が少ない、将来会員減を明示するもので、若年会員の増強が急務であることを示すものです。ＣＰＤ（さらには専攻建築士制度）は、建築士会会員を残余の未加入建築士から差別化できる手段でもある。今まさに実績を作りつつある若年層建築士にとって、会員となる動機づけとなると考えられるもので、会員増強の新しい手段としたい。

2.急速な外部環境の変化に応えて

■国際的な動きに対応して

国際経済における経済のサービス化、グローバル化を背景にサービス産業を含む貿易の自由化が進められ、ＵＩＡ（世界建築家連合）は1994年から、建築実務に関する国際基準の制定に向けて動き始めた。また、ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）では、域内資格者の相互認証制度の検討をはじめ、2001年、ＡＰＥＣエンジニア制度を発足させ、ついで、ＡＰＥＣアーキテクト制度の検討を始めている。建築士のＣＰＤは、それらをふまえて、国際的な相互認証にもかなうものとしたい。

■国内の動きに対応して

国内においては、行政改革の流れの中で、2005年には指定講習が廃止されることが決まり、建築士法第22条に基づく、それに代わる能力開発の仕組みの構築が求められるようになった。8団体による建築士教育システムの検討はそれを受けた形で行われ、2001年中間報告がまとめられた。建築士会のＣＰＤ制度はそれらの検討結果をふまえ、将来はすべての建築士のためのシステムとして発展させることができるよう配慮している。指定講習廃止時にＣＰＤで目指す自主資格認定制度（専攻建築士制度）の制度化を予定して、今、ＣＰＤを発足させるものである。

◇どんなことがＣＰＤとして認められるのか

1.建築士の社会的役割の重視

阪神淡路大震災で多くの建築士たちが応急危険度判定などのボランティア活動を行った。また、地域のまちづくりや住宅相談、住教育の支援などのボランティア活動を通じて地域に根ざした活動を続けている。建築士にとっての活動の原点は地域に根ざしたものである。社会に貢献する実践的な活動こそ、大切な能力開発の原点と考え、これをＣＰＤとして重視する。

2仕事をする建築士すべてを対象とする

毎日の建築に関する仕事、そのすべてがＣＰＤの対象となります。活動を続ける建築士は実務を通じて能力を養い、又、必要に応じて最新の様々な情報を学んできている。つまり、それら日常の仕事と、それらに対しての知識等の不足を補う研修等を共に記録し、ＣＰＤ記録とするしくみです。建築の仕事をしていない建築士には難しくても、毎日、真面目に仕事をしている建築士にとっては、その仕事に関する様々な記録を残すことは容易であろう。そして、どのような専門領域、専門分野にあっても、活動しつづける建築士であればその記録ができるような仕組みにしています。

3.自主的な制度が原則

実務実績も研修も自主申告と地域の仲間達によるチェック、すなわちピアチェック（Peer　check）を原則としています。地域の人たちが見ることが可能で、自分で自信を持って自薦できる、自己申告できる実績や、研修等の自己啓発を建築士会のＣＰＤの基本的原則としています。

4.各建築士会で、評価、認定できるしくみ

実務実績においても研修においても、そのＣＰＤ単位としての評価および認定は各建築士会で行います。評価、認定の原則としたピアチェクは、お互いに顔が見える範囲ではじめて有効となるためです。また、建築士の地域に根ざした活動も、地域の建築士会、支部ではじめて見えるものと考えたからです。

各建築士会の自主的な制度運用も可能なように、単位取得の原則は連合会で全国に共通する基準を作るとしても、詳細は地域の実情に合わせて各建築士会が自主的に設定できるように配慮している。

5.その他の、目指した点

この制度はすべての建築士会会員を対象とするものである。そして、内部での不当な差別を生じさせないこと。ＣＰＤ制度が会員のメリットとなること。少なくともメリットになると考えられる道筋を示すこと。地域特有の事情を反映した運営を可能にすること。

◇ＣＰＤの取得単位

ＣＰＤで必要な単位数

実務実績の内容や、受けた研修の内容等によってあらかじめ決められた認定単位数を元に、ご自身が実施し、取得した単位数を毎年合計して、建築士会に提出していただきます。その目標取得単位数は年間で50単位、5年間で250単位としています。その50単位の内訳は、実務実績による分が14単位。研修による分を36単位といたします。250単位取得されますと、5年に一度、「建築士継続能力開発履修証明書」を連合会会長と福岡県建築士会会長連名で発行いたします。

又、ご希望があれば1年間の「建築士継続能力開発実績証明書」を発行いたします。

この単位数はすでにＣＰＤ制度を開始した日本建築家協会等の他団体やＡＰＥＣエンジニア制度等を参考として定めています。
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